
項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 10月3日 自動音声電話催告システム一式の借上（再リース） 株式会社平和堂 650,760

　当該リース物件は、当初のリース期間が終了して
も十分に使用することができる状況であり、かつ、
当初契約の相手方である指定事業者が所有権を有し
ている。
　よって、本業務を履行することができるのは、指
定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

国保年金課

2 10月4日
区公式ホームページの都区市町村情報セキュリティクラウ
ドサービス利用に伴うシステム改修委託

株式会社日立社会情報サービ
ス　公共営業第2部

750,750

　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

広報広聴担
当

3 10月5日 ターボ冷凍機分解整備・点検委託 荏原冷熱システム株式会社 22,000,000

　本業務の対象機器は特殊製品であり、交換する部
品は他社製品と互換性がなく、本業務対象機器の製
造メーカーである指定事業者以外では調達が困難で
あることから、本業務を履行することができるのは
指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

総務課

4 10月6日
新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン接種の実施
に伴うすみだ健康情報システム改修委託

日本コンピューター株式会社
東京営業所

3,256,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健予防課

5 10月11日
「墨田区のお知らせ（新型コロナウイルスワクチン予防接
種特集号）」の印刷

ヨシダ印刷株式会社　東京本
社

1,525,700

　「墨田区のお知らせ」の特集号として、区報に準
拠した紙面づくりをする必要があり、本業務を履行
することができるのは年間を通して区報の印刷をし
ている指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健予防課

6 10月13日
障害福祉サービスデータベース構築に伴う障害・高齢福祉
情報システムの改修委託

株式会社アイネス　公共営業
部

3,520,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

障害者福祉
課

7 10月13日 国民健康保険料滞納整理システムの使用
株式会社ジーシーシー　東京
支社

880,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

国保年金課

8 10月13日 国民健康保険料滞納整理システム保守業務委託
株式会社ジーシーシー　東京
支社

660,000
　指定事業者は、本件の保守対象である当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

国保年金課

9 10月14日 ウォーキングマップ作成委託 一般社団法人墨田区観光協会 1,309,000

　本業務は、健康づくりの視点を基本としつつ、楽
しく参加しやすいものとするため、区内の観光名所
や観光拠点を取り入れ、区内観光の視点からマップ
を編集・作成する必要がある。指定事業者は、「墨
田区観光振興プラン」において、区の観光に関する
情報発信の総合的な役割を担っているため、本業務
を効果的かつ効率的に履行することができる唯一の
区内事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健計画課

10 10月14日
マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストッ
プ化に係る住民基本台帳システム改修委託

株式会社ジーシーシー　東京
支社

2,640,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

窓口課
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

11 10月17日 墨田区公共施設計画的保全システム改修委託
株式会社日積サーベイ　東京
オフィス

1,650,000

　指定事業者は、本システムの開発元からシステム
関連業務を移管されており、著作権上の理由から本
業務を履行することができるのは、指定事業者のみ
である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ファシリ
ティマネジ
メント担当

12 10月19日
すみだ郷土文化資料館の大規模修繕に伴うＬＡＮ配線作業
委託

ＮＥＣフィールディング株式
会社 東日本営業本部東京第一
営業部

584,969

　指定事業者は、現在の本区のネットワーク環境の
設計・構築・運用保守を行っており、当該ネット
ワーク環境の設定情報や機器類の構成を把握してい
る。セキュリティ確保の観点から、当該ネットワー
ク環境の設定情報等については、指定事業者以外に
は開示しないため、本業務を履行することができる
のは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ＩＣＴ推進
担当

13 10月31日
墨田区電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付
事業に伴う住民記録管理システム改修委託

株式会社ジーシーシー　東京
支社

5,500,000

　本件改修は、国からの通知により9月26日からの
実施が決定された電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金給付事業の実施に当たり必要不可欠で
ある。
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

厚生課

14 10月31日
墨田区電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付
事業の実施に関する業務委託

トッパン・フォームズ株式会
社　管理本部

78,650,000

　価格高騰緊急支援給付金の給付は、国からの通知
により9月26日からの実施が決定された事業であ
る。低所得世帯への支給を緊急に行うことを目的と
し、11月1日から開始を予定しているため、確実に
業務を履行することができる事業者を早期に選定す
る必要があり、競争入札を行う時間的余裕がない。
　指定事業者は、「墨田区住民税非課税世帯等に対
する臨時特別給付金事業の実施に関する業務委託」
等、申請書の受付・審査業務を複数受託しているた
め、本区の状況に精通し、かつ、ノウハウを有して
いることから本業務を確実かつ効率的・効果的に履
行することができる。よって、指定事業者を指定す
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

厚生課
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